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第１章　はじめに

　専門職大学院は、1998年の大学審議会答申「21
世紀の大学像と今後の改革方針について」におい
て、「特定の職業等に従事するのに必要な高度の
専門的知識・能力の育成に特化した実践的な教育
を行う大学院修士課程の設置を促進する」の提言
を受けて、高度専門職業人養成を目的として2003
年に創設された新しい形態の大学院である。1999
年に高度専門職業人養成に特化した実践的な教育
を行う大学院修士課程として専門大学院ができた
が、それを包摂して枠組みを更に広げて制度化し

たものであり、2019年度までにビジネス・MOT

（技術経営）、会計、公共政策、公衆衛生等、臨
床心理などの56大学76専攻、法科大学院36大学、
教職大学院54大学が設置されている。2002年8月
の中央教育審議会答申「大学院における高度専門
職業人養成について」では、その教育方法につい
ても、既存の修士課程における修士論文等の制度
の枠組みが高度な専門職業人を養成するための実
践的な教育を展開していく上で制約となることが
触れられており、修士論文は必須とされてはいな
い。専門職大学院では、体系的な授業を中心に教
育を展開し、修了要件については一定期間以上の

要　約

　教職大学院に教科教育の期待がなされるようになったことを踏まえて、ストレートマスターに対する免
許保持者として期待され、身に付けさせるべき力とそのための目標設定について検討した。教員免許を得
ることは「一人前」を意味するわけではなく、臨床研修によってはじめて標準に到達できる。教職大学院
では、実践を省察して学び続ける教員を養成する期待があり、即戦力を育成するための目標として、自ら
省察する機会を持とうとする能動的な態度の育成、効果的に省察をおこなう方法に関する知識の獲得、同
僚性を発揮する技能の獲得が見いだされた。さらに反省的実践力として状況との対話による行為について
の省察、自己との対話による行為の後の省察が必要であり、これらはストレートマスターであっても、レッ
スンスタディによって協働的に高められることが示唆された。
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在学と必要となる単位数の修得のみとなる。実践
的な教育方法として、理論と実務を架橋した少人
数教育、双方向的・多方向的な授業、事例研究、
現地調査などが提案されている。
　教職大学院は、実践的指導能力を備えた教員を
養成することを目的に2008年度に当初19校で開設
されている。新たな制度として設計された教職大
学院は、免許を取得するための養成機関ではなく、
実践的な指導力・展開力を備え、新しい学校づく
りの有力な一員となり得る新人教員と地域や学校
における指導的役割を果たし得る教員等として不
可欠な確かな指導理論と優れた実践力・応用力を
備えたスクールリーダー（中核的中堅教員）の養
成が目的とされている。2006年7月の中教審答申
「今後の教員養成・免許制度の在り方について」
では、子どもたちの学ぶ意欲の低下や規範意識・
自律心の低下、社会性の不足、いじめや不登校等
の深刻な状況、LD（学習障害）、ADHD（注意欠
陥 /多動性障害）や高機能自閉症等の子どもへの
適切な支援などの課題が示され、それらの解決へ
向けた社会的要請と同時に、団塊の世代といわれ
る大量採用された教員の退職による同僚性の低下
への懸念から教員の資質・能力の向上を制度的に
保証する役割も期待されている。このような背景
のもと、教職大学院は既存の修士課程との差別化
が図られ、原則として教科専門に関することは取
り扱わず、（1）教育課程の編成・実施、（2）教科
等の実践的な指導方法、（3）生徒指導、教育相談、
（4）学級経営、学校経営、（5）学校教育と教員
の在り方を共通科目とすることが特徴として制度
設計がなされた。しかしながら、2012年8月の中
教審答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能
力の総合的な向上方策について」において教職大
学院拡充の方針が示されたことによって、全ての
都道府県への設置と既存の修士課程からの転換が
急速に進められることになった。その結果、教職
大学院には、新たな学びに対応した教科指導力や
教科専門の高度化を達成しうるカリキュラムの在
り方等の課題を追求することも求められるように
なってきている。2019年までに教員養成機能が島

根大学に移管されている鳥取県を除く全ての都道
府県に設置がなされている。
　本学においても教職大学院が2016年に開設さ
れ、既存の修士課程を全て廃止して教職実践専攻
に転換している。学校マネジメント力開発、授業
力開発、子ども支援力開発、特別支援教育力開発
の4つのプログラムを設置し、その中の授業力開
発プログラムでは、教科の専門的内容にも触れた
授業づくりに焦点化した教育と研究をおこなって
いることに特色がある。また、実践の省察（反省
や振り返り、リフレクションという用語が使用
されることもあるが、本稿では以下、省察とす
る）を科目「リフレクション」として設定してい
ることにも特色があり、省察においてどのような
方法を用いれば効果的におこなえるのかを探究し
ながら、教員の資質・能力向上につながる方法の
開発に関しても積極的に取り組んできている。一
方で、教職大学院に求められる養成は、新人教員
と中堅教員であり、そのそれぞれの目的のために
教育内容や方法を分けて多様性と専門性の両面か
らその実現を図っている。現職の教員と学部新卒
者（以下、ストレートマスター）では、経験や知
識・技能に大きな差がある。科目「リフレクショ
ン」を例にとっても、経験のある現職教員と十分
な経験のないストレートマスターでは、省察する
対象が異なり、それを深めるための方法論も異な
る。また、ストレートマスターには採用試験に合
格した者と採用へ向けて努力を要する者が存在す
る。教職大学院には、採用猶予されたストレート
マスターにとっては採用前の研修機関、採用試験
を受けるストレートマスターにとっては養成機関
の機能が求められることになる。このような2種
類のストレートマスターが混在する教職大学院の
特徴を鑑みれば、即戦力となる新人教員になるた
めにどのような目標を設定し、どの程度の到達度
が求められるのかを明らかにしなければ期待され
る目的を果たす効果的な教育をおこなうことはで
きないであろう。ここでとりあげる即戦力とは、
制度的な立場を意味するわけではない。すなわ
ち、初任者研修（以下、初任研）を免除されると
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いった制度上のことではなく、実際に実践の現場
で発揮される能力を指す。学校現場において即戦
力の発揮が期待されるのは授業の教科指導と担任
の学級経営である。多くの管理職は、教員の仕事
の大部分を占めるその２つにおいて新人が力を発
揮することに期待している。そのためには、授業
力を高めるための授業研究と担任力を高めるため
の事例研究が重要と考えられる。これらの経験学
習によって実践知の獲得がなされて教員として成
長するのである。しかし、教職大学院では先述の
通り、これまでの修士課程の教育内容の反省から
学級経営や生徒指導の力を高めることを中心に制
度設計がおこなわれてカリキュラム編成がなされ
ており、教育現場で期待される即戦力と教職大学
院の目的が完全に一致するわけではなくなってい
る。そこで本研究では、教職大学院に教科教育の
期待がなされるようになった現状を踏まえて、ス
トレートマスターの即戦力として期待される力を
具体化するための検討をおこなう。本稿では、教
員の成長モデルの中で免許保持者として期待さ
れ、身に付けさせるべき力は何か、そのためには
教職大学院においてどのような目標設定がなされ
るべきかを明らかにすることを目的とする。教育
現場では授業をおこなう力量形成が期待されなが
ら、教職大学院がそれらを構造的な特性として積
極的に推進できない中でどのように教科指導力を
高めていくのかに焦点化して検討する。

第２章　教員における高度専門職業人養成

　教員は、ドナルド・ショーン（1983）の反省的
実践家という新しい概念が示されることによっ
て、専門家像が大きく転換されてきた。教員はス
ペシャリストやエキスパートといわれる技術的合
理性を基本とする技術的熟達者ではなく、行為の
中の省察に基づく反省的実践家として新しい専門
家に分類されている。状況の変化に応じることが
でき、反省的に意思決定をおこなう学び続ける存
在でなければならないと考えられるようになっ

た。佐藤（2001）によれば、反省的実践家の「行
為の中の省察」は、「状況との対話」のみならず「行
為の後の省察（反省）」と「行為についての省察」
を包括し、「自己との対話」をしながら二重のルー
プによる思考をしているとされる（図1）。技術的
合理性の視点からみた専門家の実践は、既に確立
された問題の解決過程であるのに対して、反省的
実践家は状況との対話に基づきながら行為の中の
省察をおこなう。複雑で複合的な状況の中で問題
を設定することに特徴があり、その解決を図るこ
とが期待されているのである。

　新たに採用された教師が反省的実践家となるた
めには、日々の実践に対する適切なフィードバッ
クがなされてその学びが高められなければならな
い。自分の実践を省察し、振り返ることによって
その改善を行うことが可能となり、成長すること
ができるからである。適切なフィードバックは自
らおこなうだけでなく、他者からも得られること
ができればより有益であることは明らかであり、
よい環境のもとでよい経験を積み上げることが教
員の職能成長に有効であることは論を待たない。
初任研制度は、その環境を提供している。教員に
おける高度専門職業人養成とは、ショーンの指摘
する反省的実践家、つまり実践を省察して高め続
けることのできる学び続ける教員を養成するとい
うことになろう。
　そのような高度専門職業人とはどのような成長
段階を経て熟達に到達するのかを考えてみよう。
熟達化の段階には、楠見（2012）の4段階、ドレ

図１ 「行為の中の省察」の二重ループ
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イファス（1983）の5段階、チィ（2006）の6段階
モデルなどがあるが、教員と同じく人を対象とす
る職業である看護師では、勝原（2012）によれば
ドレイファス・モデルを援用したベナー（1984）
の技能習熟モデルである「初心者、新人、一人前、
中堅、エキスパート」の５段階が多く適用されて
いる。看護師養成には、卒業前の臨床実習、資格
取得、新人看護職員臨床研修等の手順に教員養成
と類似の点が見いだせることから、教員の熟達化
をベナーの5段階を援用して成長段階の検討を試
みる。また、新しい専門家にとって欠くことので
きない省察であるが、その成長にしたがって省察
の対象や質が高まっていくことも明らかにされて
いる。秋田（1996）は、マネンやグリメットの概
念を踏まえて省察の深まりに３つの次元を示して
いる。いかにすれば方法が効果的であったかとい
う技術的省察、なぜこの方法を用いたのか、それ
によってどのような意味が生じたのかを問う実践
的省察、意味を問い直し、新たな理解を得ようと
する批判的省察というように段階的に深められて
いくといわれている。これらの視点から教員の学
びや思考の深まりを捉え、成長段階に想定される
目標を設定した（表1）。

　「初心者」とは過去の経験を持たず、指導者が
近くにいてはじめて実践がおこなえるレベルであ
り、具体的には教育実習生の段階であろう。目の
前の児童生徒からの情報を有効に活用することは
できず、全人的な見方をすることも難しい一般的
な知識に依拠した状態である。この段階では、ま
ず実践をおこなうための省察がおこなわれること
が大きな目標となる。自ら省察をおこなうことは

困難であるため、制度的に組み込まれておこなわ
れる省察が中心になる。したがって、学びの姿勢
が受動的になることは否めない。ここでおこなわ
れる省察は、計画や行動に対する行為の後の省察
（反省）であり、計画であれば実践の前に、行動
に対しては直後におこなわれることになる。
　「新人」とは、「かろうじて及第点の業務をこ
なすレベル」とあるとおり、指導書等の資料を利
用して実践をおこなえる初任期の教員のレベルで
ある。実践知の獲得には至っていない資格や免許
を取得した後のレベルでもある。目の前の児童生
徒に応じて授業をおこなうというよりは授業を流
すことに注力する。指導案に固執して計画どおり
に進めようとするような状況も発生する。型どお
りにできたとしても応用ができず、指示がなけれ
ば行動選択ができないことも見受けられる。特定
の方法を文脈にあわせて調整、カスタマイズでき
ないような段階である。省察も効果的にはおこな
えないので、まだ指導者が必要とされる状態であ
る。この場合の指導者の役割は、実践の省察をコー
ディネートする部分にある。ここで目指されるの
は状況との対話を通した行為についての省察であ
る。行為である授業中に省察し、意思決定ができ
ることが目標とされ、そのような行為の中の省察
ができていたかを振り返って、次に活かすことが
目指される。
　「一人前」とは、たいていのことを自分で処理
し、反省的実践を自らおこなうことができる状態
である。直接的な指導者は必要とせず、計画した
実践がうまくいかなくても自ら修正できる力が身
についたレベルである。「状況との対話」による
「行為についての省察」に加えて「自己との対話」
による「行為の後の省察（反省）」が可能で、自
らの用いた手段が有効であったかを評価、改善で
きる段階である。しかしながら、省察を深めるた
めにはメンターとなる先輩教員の役割は重要であ
り、自らメンターを探して環境を整える積極的態
度も能力として求められよう。実践的省察や批判
的省察をメンターの手を借りながらおこなうこと
が次の目標となる。

表１ 各段階の省察の目標

段 階 目標・対象

初心者 計画や行動に対する技術的省察（反省）

新人 状況との対話による行為についての省察

一人前 自己との対話による行為の後の省察

中堅 行為の意味を考える実践的省察

エキスパート 行為の意味を問い直す批判的省察

表１　各段階の省察の目標
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　「中堅」とは、児童生徒を全体的・大局的に見
ることができるようになり、自分のことだけでな
く、リーダー的な役割を果たすことができるレベ
ルである。省察においても授業者、参観者を問わ
ず協働的に学ぶことができ、教員だけでなく、児
童生徒にとってもどのような意味を持ったかを解
釈して実践的省察がおこなうことが可能で、メン
ターとしての役割が果たせる段階である。
　「エキスパート」とは、自らの経験に基づいて
意思決定と行動選択ができることを意味し、優れ
た認知ができるレベルである。省察においても行
為の意味を問い直し、批判的に考え、新たな理解
を導くことができ、実践の意味を問い直すことが
できるような段階である。
　これらの段階分けにしたがえば、高度専門職業
人とは、「一人前」や「中堅」を指し、教職大学
院では「新人」を「一人前」や「中堅」の段階ま
で引き上げることがねらいとなる。即戦力として
期待されるのは、実践をおこなう技術や技能より
も省察によって改善を図ろうとする態度であり、
状況との対話による行為についての省察と自己と
の対話による行為の後の省察ができることが目標
となろう。

第３章　臨床段階において求められる到達度

　ここでは教師教育、すなわち養成・採用・研修
の時間的過程に沿ってどのような段階分けが可能
で、どの段階の到達度が目指されるのかを検討す
る。これまでの専門家教育でも臨床の前後で段階
を分けることがおこなわれている。例えば医師養
成でも基礎と臨床といった段階分けがなされお
り、学部4年終了時に臨床能力が判断され、5,6年
次に臨床実習がおこなわれる。その後の国家試験
を経て法定による臨床研修はさらに2年間継続す
る。医師養成においても免許取得は、「一人前」
の保障ではなく、臨床研修の中のひとつの段階に
過ぎない位置づけがなされている。教員養成にお
ける学部教育でも教育実習という臨床を境に2つ

の段階が設けられている。教育に関する基礎とな
る知識を修得することによって基礎となる専門力
を培う段階は、多くの大学では教育実習に行くた
めに最低限修得すべき科目、単位として設定され
ており、授業を中心とした実践の計画である指導
案をつくることができるようになることが目標と
される。このレベルをクリアしてようやく臨床に
出て教育実習で教壇に立つことができ、実践力が
育成される段階となる。教育実習では、必ず指導
教諭がついて授業をおこなうように、この段階で
は、専門性はあっても独り立ちしているわけでは
ない。同様に初任であっても、拠点校指導教員や
校内指導教員が制度上配置されることを考慮すれ
ば、即戦力として認知されているわけではない。
すなわち、教員には職業人として実践がある程度
満足と判断される到達すべき標準（スタンダード）
があると考えられ、教員免許を取得したとしても
まずはそれが目指されるのである。したがって、
採用後であっても、標準（スタンダード）を境に
した2つの段階が考えられる。臨床に出ることが
できることを最低限のラインとしてドレイファス
やベナーに従えば、これらから導かれる教員の成
長段階は、次のように考えられる。最低限（ミニ
マム）の水準に向かう実践のための知識を身に付
ける段階、実践を通して到達すべき標準（スタン
ダード）がわかる「初心者」段階、到達度を自ら
評価して標準（スタンダード）に向かう「新人」
段階、標準（スタンダード）を超えて実践を高め
る何かをおこなうことができる「一人前」段階と
なり、実践を極める「中堅」や「エキスパート」
の段階に進んでいく。しかし、学部の臨床である
教育実習では、大学教員よりも実習校の指導教員
に実践力の指導が担われている部分が大きい。教
育実習においては、無事に実習を終えることや卒
業するために免許取得が目標とされることも否定
できない。免許取得を超えた先にある職業人とし
ての標準（スタンダード）が意図されて指導され
るとは限らないのである。学部の養成段階として
は、目指すべき標準（スタンダード）がわかり、
自らがそのレベルに到達することを求めるように
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実習後の教育をおこなうことが重要な役割を果た
す。その責務は、教育実習の事後指導や教職実践
演習において大学教員がおこなわなければならな
い。臨床における教育に関して、これまで大学で
は実習というプログラムは提供しても指導を実習
先に委ねてきたことに教師教育としての弱さが
あった。教員が反省的実践家であるべきだとすれ
ば、臨床における教育とその成長を支える主な方
法である省察に対して大学が積極的に関与する必
要がある。一方で教職大学院は、臨床および免許
取得後の教育がフィールドであり、学部とは異な
る方法で臨床における教育を効率的におこなう期
待がある。教員免許の取得は、職業人としての能
力保障にはなりえないことを前提にして、教員免
許取得後の標準（スタンダード）に向かう教育を
おこなう機関としての専門性が求められているの
である。
　ストレートマスター、採用された初任者研修期
間の教員のいずれであっても、教員免許取得者
として「新人」から「一人前」になるためには、
自らの実践を改善する反省的実践力が求められ
る。教員の専門性は、経験による実践知の獲得と
PDCAのマネジメントサイクルによる実践の改善
で高められていく。養成段階である学部教育では、
PLAN（計画）とDO（行為）に関する能力が実
践をおこなう力である専門力・実践力として到達
目標になり、免許取得後は実践を省察する力、反
省的実践力としてのCHECK（評価）とACTION（改

善）に関するそれぞれの能力と PDCAサイクル
による反省的実践そのものが到達目標として求め
られると考えられよう（図2）。標準を超えてさら
にその上の水準に到達することは、実践を高める
「一人前」段階の目標でもあるが、標準に向かう
「新人」段階のどちらにも共通するものである。

第４章　養成段階の教育と即戦力

　ドレイファス（1983）の成長モデルでは、
30.5％の中堅や10.8％のエキスパートという少数
によって全体が支えられているといわれている。
成長する人としない人がいることについて、松尾
（2011）によって、単なる経験を重ねただけでは、
コルブ（1984）の示すような経験学習がなされる
とはいえず、仕事に慣れることはできるが、知識
を更新しないで成長が滞る30代が多く存在するこ
とが指摘されている。また、楠見（2012）によれば、
エリクソンの「10年ルール」を踏まえて、人が熟
達するには10年以上の長期的学習が必要とされる
といわれている。確かに教職大学院の2年間で長
期の経験や学習をおこなうことはできないため、
そのような経験に基づく実践知やスキルを形成す
ることは困難である。しかし、10年の歳月を教職
大学院で代替えすることは不可能であっても、成
長に必要な主体的な姿勢と学ぶ方法を教えること
は可能であろう。採用された新人教員が日々の実
践を省察する余裕もない状態に陥っていることも
決して少ないことではない。同じような営みをた
だ繰り返すだけでは効率的な成長は期待できな
い。やりっぱなしの経験は効果的な成長にはつな
がらないのである。これらのエキスパタイズ研究
は、単なる現場経験が教師の成長を必ずしも保障
するわけではないことを示唆している。
　専門家教育では、必ずしも最初から専門に関す
る教育をおこなうわけではない。医学部や法学部
であっても教養教育をおこない、人間としての成
長を促す教育がおこなわれている。医学教育では
特に“Fitness to Practice”として専門職にあった

U

図２　教員の成長モデル
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行動をとるための教育が意識されている。学部や
大学院教育の後にも、医師免許であれば2年、司
法試験であれば1年の臨床実習が法的に位置づけ
られており、免許や資格の取得が「一人前」では
ない。教員免許も同様に授業をはじめとする実践
をおこなうための基礎資格であるが、授業をおこ
なう能力の最低限の保障に過ぎない。いわば必要
条件であって十分条件ではないのである。教員免
許を取得した後に、採用された新人教員、または
教職大学院において期待されるのは独り立ちする
ために実践を振り返り、省察する力である。教員
免許取得後に教員として高めるべき資質・能力す
なわち即戦力とは、何らかの水準の実践をおこな
う能力そのものではなく、実践を改善しようとす
る態度形成を意味することになる。このような態
度形成ができた者が存在としての即戦力となって
いると考えられる。
　人の成長にどのような教育が必要とされるか考
えてみよう。新しい学習指導要領では、主体的・
対話的で深い学びが求められているが、学習から
学びという教育の潮流にも現れているとおり、人
の成長には学ぶということが欠かせないものとさ
れている。教授に対する学習という受動的な行為
から学びという主体的・対話的な行為への転換が
職業人にも有効であることはいうまでもない。主
体的・対話的で深い学びにおいて重視されるのは、
自らを観察し、修正するメタ認知能力であり、未
知の自分を発見するために他者と対話的に学ぶ能
力である。教職大学院のストレートマスターは、
実践の場や経験が限られるというデメリットもあ
るが、省察に時間を費やすことが可能であるとい
うメリットを持っている。本学の教職大学院の状
況を見ると、採用のためではなく採用猶予をも
らって自らの成長の機会を得ようとするストレー
トマスターが多いことを考えれば、成長を助ける
他者に恵まれている。同僚性を持つ他者と省察の
スーパーバイザーとなる大学教員との学びによっ
て自らを客観的に省察するメタ認知の能力を身に
付けることができていると考えられよう。メタ認
知能力のような自分を客観視して成長を図る能力

は、自己との対話による省察でもあり、これらの
能力の伸長が集団を支える人材の育成につながる
と考えられる。養成段階では即戦力という短期的
に発揮される力ではなく、社会における複雑な問
題を解決するための複合的な視点を得ることが重
要である。現代の正解が1つではない問題を納得
解に導くためには、専門性だけでなく幅広い教養
が必要とされることを考えても、教職大学院では
教員としての多様な教養とその成長を効率化する
方法を身に付けさせるべきであろう。

第５章　授業に関する即戦力の獲得方法

　　　　－レッスンスタディ－

　反省的実践家になることが目標ではあるが、当
然ながら実践ができなければその能力は活かされ
ることにはならない。ストレートマスターには実
践をおこなう能力も重要であり、とりわけ教員と
しての主要な仕事となる授業を構想し、遂行する
能力向上の期待は高い。ここでは教育現場で期待
される実践とはどのようなものかを明らかにす
る。
　わが国の誇る教育文化に授業研究があげられ
る。授業研究（以下レッスンスタディ）は、①授
業づくり、②研究授業、③授業検討会（以下カン
ファレンス）から構成される一連の営みであり、
その成果は日々の授業に還元される。レッスンス
タディは、教科の指導力を高めると同時に同僚性
を高める機能も持っている。したがって、教員と
しての即戦力とは、その集団で同僚性を発揮する
ことでもあり、教職大学院ではレッスンスタディ
という教員の文化にすぐに溶け込むことができる
ようにしておくことが望まれる。レッスンスタ
ディは、一般的に次のような手順で進められる。
授業づくりにおいては、学習内容の検討、教材開
発、指導方略を含めた事前の指導案検討がなさ
れ、研究授業では参観者による授業分析や児童生
徒を含めた授業評価等の客観的データが集められ
る。ここまでの手順に必要な知識・技能として、
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授業づくりでは学習指導要領の理解や教材研究や
開発、授業形態、指導方略等の方法知、研究授業
では授業の構造（マネジメント・インストラク
ション・モニタリング・インターアクション等）
の概念的知識と教師行動（オーガナイゼーショ
ン・プレゼンテーション等）の技能があり、学部
段階で獲得が目指されている。次の実践へ向けた
省察がおこなわれるのがカンファレンスである。
カンファレンスでは、授業者の自己開示と他者か
らのフィードバックによって未知の発見がなされ
ることが期待される。自己開示を積極的におこな
うだけでなく、レッスンスタディを集団の学びの
機会と捉えて設定しようとする態度の形成こそが
教職大学院で身に付けるべき力であろう。教職大
学院で育成が期待されるレッスンスタディの手順
と内容は、授業づくりとして自ら指導案作成と事
前検討を協働的におこなって準備して授業に臨む
ことができること、研究授業では状況と対話しな
がら行為の中の省察をおこなえること、カンファ
レンスでは省察によって協働的に学びながら授業
改善ができるようになることである。そのために
もレッスンスタディをおこなうことによって内容
知・形式知を得るだけではなく、授業提供者と参
観者のいずれとしても進んで実施、参加する主体
的な態度を形成することが重要になる。具体的に
は、授業をよくしようという意欲とレッスンスタ
ディを設定、企画、運営して協働しようとする価
値的態度が目標になろう。
　教職大学院の省察とは、多様な価値観に触れ、
教員としての信念をかたち作る作業でもあり、省
察の視点を教師の指導、自分のことから児童生徒
の学び、みんなの幸せへ拡大されるようにするこ
とも目標となる。伝統的なレッスンスタデイでは、
指導案や指導技術などの教師の視点で定量的な検
討から授業を評価することが多かった。これまで
はカリキュラムや授業が教育工学的にアプローチ
されてきたからである。これに対して、新学習指
導要領で示される主体的・対話的で深い学びのよ
うに児童生徒の認知の深まりを重視するのであれ
ば、児童生徒の学びや教員のかかわりを定性的に

省察し、羅生門的アプローチによって多様な価値
観に触れることも重要であろう。レッスンスタ
ディは授業の改善を目指すものではあるが、その
真の目的は児童生徒を学ばせ、成長させるために
おこなうのであり、授業でおこった児童生徒の変
化から授業のよさを意味づけていく営みでもあ
る。レッスンスタディが何のためにおこなうもの
かという視点が欠ければ、単なる方法の教育にし
かならない。先に述べたように、専門性のある職
業には一定の標準（スタンダード）がある。それ
を超えることが目的になっていれば、その先へ目
指すには新たな課題が必要となる。授業改善の目
的が教員自身ではなく児童生徒のためになれば、
教員の成長志向は継続するものになるに違いな
い。教師として望ましい行動がなされるには、知
識を身に付け、見通しや洞察力を持つことが重視
されるべきであって、特定の教え方の獲得だけを
目標とすればいいわけではない。実習の主要な目
的は、技能を身につけることではなく、実習を通
して深く学び、教師としての成長の見通しを持つ
ことによって集団として授業力が高まることの方
が重視されなければならない。授業をおこなう上
での知識や技能を伝達的に身に付けさせるのでは
なく、実践のためにストレートマスターが新たな
に開発したものを学びの構造の中で協働的に検証
をおこなうことによって同僚性を高めることが大
切になろう。
　教職大学院でおこなわれる学校における実習に
は、振り返りの機会が設定される。その基本構造
は、フィードバックに基づく改善である。振り返
りとは過去に遡って自分の経験や実践の行為、意
思決定等を再構成し、意味づけをおこない、変え
なくてもよいことを見いだすものである。また、
そのおこない方や学び方も含めてメタ認知によっ
て評価・改善して変えるべきことを見いだすもの
である。振り返りの視点は当然ながら次に活かさ
れるものでなければ意味をなさない。すなわち、
振り返りは過去に向かうものではなく、次におこ
なうときの見通しを持って未来へ向かうことを意
味する。振り返りやリフレクションといわれる省
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察の時間は、伝達を目的とした実践した内容のま
とめや要約ではない。カンファレンスにおいては
実践を未来へつなげていく概念化や理論の生成が
おこなわれることで省察となるのである（図3）。
　概念化・理論化とは、一定の条件下で成立する
関係を用いて現象や事実を説明し、予測する力を
もつ汎用性のある知識をつくることであり、経験
や実践を次に使えるようにすることである。ただ
し、過去の実践から未来へ向けた知識を得たとし
ても、それを活かす機会がなければ成長は望めな
い。その概念化・理論化された知識を試行する機
会を保障することも必要なのである。学部の教育
実習における経験が即戦力、つまり一人前になる
ことに十分に活かされないのは、実習が短期間で
あり、その経験を再び適用する場が十分ではない
ことに原因があると考えられる。教職大学院にお
ける2年にわたる臨床は、経験から得た知識を適
用することが保障されている場として設定されな
ければならない。ここでの経験を適用する場と
は、必ずしも直接経験を意味しない。レッスンス
タディの繰り返しの中では、授業者でなくとも参
観者やカンファレンスのファシリテーターとして
も実践の積み重ねが可能であり、教科や校種を超
えて反省的実践家として省察能力を高めることが
できるからである。レッスンスタディという実践
経験と省察の機会の提供は、授業づくりや授業遂
行に対して建設的な省察をおこなう能力と同僚性
を高め、反省的実践家として即戦力を形成するこ
とに有効と考えられる。
　即戦力とは、反省的実践すなわち省察をおこな
おうとする態度を形成し、省察をおこなう能力も

しくは手続き的知識を獲得することである。授業
という教育実践をよくしようとすることは、研究
そのものである。授業改善のための研究能力を高
めることがストレートマスターの教職大学院の目
標とも考えられ、教職大学院でおこなわれる実践
研究とはこのような改善の営みを理論化するもの
と捉えられる。

第６章　まとめと課題

　教職大学院としての高度専門職業人養成とは、
実践を省察して高め続けることのできる教員の養
成である。本研究では、教職大学院に教科教育の
期待がなされるようになったことを踏まえ、スト
レートマスターに期待される免許保持者に身に付
けさせるべき力とそのための目標設定について検
討した。その結果、トレートマスターに対するレッ
スンスタディを活用した省察能力を高める教育の
有効性が示唆され、以下のことが明らかになった。

・専門家の養成では、免許・資格を得ることは「一
人前」を意味するわけではなく、臨床における
教育によって標準（スタンダード）に到達する。
・教職大学院には、熟達段階の「新人」を「一人
前」にする臨床における教育を担う期待がある。
・即戦力を育成するための目標として、①自ら省
察する機会を持とうとする能動的な態度の育
成、②効果的に省察をおこなう方法に関する知
識の獲得、③同僚性を発揮する技能の獲得があ
げられる。
・反省的実践力の到達目標として、①状況との対
話による行為についての省察、②自己との対話
による行為の後の省察ができることがあげられ
る。

　教職大学院でおこなわれる教育の内容は、授業
遂行能力の程度、到達度などの技能を求めるもの
ではない。実践を改善するための態度と方法であ
り、その学び方である。その協働的な学びによる

図3 省察の具体的内容

実 践 省 察 試行（実践）

①行為、意思決定の再構成、意味づけ
②おこない方の省察（メタ認知・評価）

感想（再生）ではなく

③学んだことの
概念化・理論化

①～③には

ファシリテーション
が必要

＊教師教育者の職能

実践と試行の設定
＊いい経験＝教育

未来

過去

図３　省察の具体的内容
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同僚性の構築は、ストレートマスターの目標と考
えられる教師としての信念の形成にも関係してい
る。教員集団で求められるのは、1人で問題を解
決するスキルよりも協働する力であり、多様な視
点で納得解・最適解を導くことである。メタ認知
によって自ら振り返るだけでなく、同僚性を発揮
して協働的に集団の学びを高める能力も即戦力と
も考えられ、教育現場に出たときに「新人」教員
としてそのような同僚性を発揮して周囲を巻き込
む力を明らかにして、どのように育成するかにつ
いては今後の課題としたい。
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